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○那須烏山市境財産区管理会条例施行規則 

令和５年３月31日規則第26号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、那須烏山市境財産区管理会条例（令和５年３月那須烏山市条例第27号。以下「条

例」という。）第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、この規則において定めるもののほか、条例におい

て使用する用語の例による。 

（委員の定数） 

第３条 条例第３条の規定により市長が管理会と協議して定める定数は、７人とする。 

（委員の選任） 

第４条 条例第５条に規定する委員の推薦の手続は、別表の左欄に掲げる行政区（那須烏山市行政区

設置規則（令和２年３月那須烏山市規則第33号）第２条第１項の規定により設置された行政区をい

う。以下同じ。）ごとに、同表の右欄に掲げる委員定数に応じた数の委員の候補（以下「候補者」

という。）を境財産区管理委員候補者推薦書兼同意書（別記様式第１号）に境財産区管理委員候補

者履歴書（別記様式第２号）を添付して、市長に推薦することによって行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定により候補者が推薦されたときは、その内容を審査し、当該候補者が条例第

５条に規定する委員の要件に該当すると認めたときは、市議会の同意を得て委員に選任するものと

する。 

３ 市長は、前項の規定により委員を選任したときは、当該委員に辞令（別記様式第３号）を交付す

るものとする。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年６月11日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。 

別表（第４条関係） 

行政区 委員定数 

宮原行政区 １人 

上境行政区 １人 

下境行政区 
１人 

小原沢行政区 

横枕行政区 １人 

小木須行政区 １人 

大木須行政区 １人 

大沢行政区 １人 
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別記様式第１号（第４条関係） 
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別記様式第２号（第４条関係） 
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別記様式第３号（第４条関係） 

 


